
広報はんなん広告掲載取扱要領  

平成２９年１２月２６日決裁  

改正 令和４年６月１６日決裁  

改正 令和７年３月１７日決裁  

（趣旨）  

第１条 広報はんなんへの広告掲載については、阪南市有料広告掲載取

扱に関する要綱（平成２９年１２月２６日決裁。以下「要綱」という。）

に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。  

（広告掲載の基準）  

第２条 広報はんなんに掲載する広告の基準は、要綱第３条に定めると

おりとする。  

（広告の掲載位置及び掲載順序）  

第３条 広告の掲載位置は、広報はんなんの表紙及び最終面を除いたま

ちの活力創造課長が指定するページの最下段とする。  

２ 広告の掲載順序は、まちの活力創造課長が定める。  

（広告の掲載規格及び掲載料）  

第４条 広告の掲載規格及び掲載料は、別紙広報はんなん広告掲載取扱

業務仕様書（以下「仕様書」という。）に定めるものとする。  

（広告の募集及び申込み）  

第５条 広告の募集は、要綱第７条第１項第２号の方法により行うもの

とする。  

２ 広報はんなんに広告の掲載の申込みをする者（以下「広告主」とい

う。）は、要綱第６条の掲載広告のわかる資料（次項において「資料」

という。）を広告取扱業者に提出するものとする。  

３ 広告取扱業者は、広告主から資料が提出されたときは、仕様書に定

める業務内容に基づき、広報はんなん広告掲載申込書（様式第１号）

を指定する期日までにまちの活力創造課長に提出しなければならな

い。  



（広告掲載の決定等）  

第６条 まちの活力創造課長は、前条第３項の申込書を受理したときは、

審査のうえ、広告掲載の可否を決定する。  

２ 前項の規定により、広告の掲載を決定したとき、又は掲載できない

と決定したときは、口頭又は文書により通知するものとする。  

（取扱業務委託契約） 

第７条 広報はんなんの広告掲載取扱業務については、市と広告取扱業

者の間の取扱業務委託契約を広報はんなん広告掲載取扱業務委託契

約書により締結するものとする。 

（広告原稿の作成及び提出） 

第８条 広告取扱業者は、広告原稿を仕様書に定める方法により作成し、

指定する期日までにまちの活力創造課長に提出するものとする。  

２ 広告取扱業者は、広報へ掲載する広告の意匠、内容等について、事

前にまちの活力創造課長の了解を得るものとし、まちの活力創造課長

の了解しない広告については、これを掲載することができない。  

３ 広告取扱業者は、広告原稿作成に必要な実費を広告主に別途請求で

きるものとする。  

（広告掲載料金の納付）  

第９条 広告取扱業者は、第６条第２項の広告掲載の決定を受けたとき

は、市長が指定する期日までに仕様書に定める広告掲載料金を一括納

付しなければならない。  

（広告内容の責任）  

第１０条 広告の内容に関する責任は、広告主及び広告取扱業者が負う

ものとする。  

（広告掲載の取消し）  

第１１条 市長は、広告主又は広告取扱業者が要綱第１４条各号のいず

れかに該当するときは、広告の掲載を取り消すことができる。  

（広告掲載料金の返還）  



第１２条 広告掲載料金は返還しない。ただし、市の都合により広告の

掲載ができなくなった場合は、この限りではない。  

（その他）  

第１３条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定め

る。  

 

   附 則  

 （施行期日）  

１ この要領は、平成２３年３月４日から施行する。  

 （広報はんなん広告掲載要綱の廃止）  

２ 広報はんなん広告掲載要綱（平成１６年７月９日決裁）は、廃止す

る。  

   附 則（平成２９年１２月２６日決裁）  

 （施行期日）  

１ この要領は、決裁の日から施行する。  

 （経過措置）  

２ この要領による改正前の広報はんなん広告掲載取扱要領の規定に基

づき行った広告掲載の契約の取扱いに関しては、なお従前の例による。 

   附 則（令和４年６月１６日決裁）  

 この要領は、決裁の日から施行し、改正後の広報はんなん広告掲載取

扱要領の規定は、令和３年５月１日から適用する。  

   附 則（令和７年３月１７日決裁）  

 この要領は、令和７年４月１日から施行する。  


